
宮城南部復興事務所 案内

s

　阿武隈川水系内川流域の河川事業や砂防事業、国道349号の復旧事業を迅速かつ一体的に進めるとともに、宮城県丸森町の復
旧・復興を加速化させるため、令和2年4月に「宮城南部復興事務所」を設置し、事業を実施しております。

■事務所の概要

宮城南部復興事務所

〈R8 . 3〉
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事業概要
令和8年度

令和元年東日本台風による浸水状況（令和元年１０月１３日時点）



令和8年度　事業概要

丸森町の被害状況 河川被害状況と災害復旧の着手（直轄権限代行）

河川災害復旧工事（直轄権限代行）の概要

河川事業

被害規模 降雨状況･規模
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（2日雨量）

　宮城県が管理する内川、五福谷川及び新川では、既往最大の豪雨による土砂洪水氾濫が発生し、堤防が１８箇所決壊しました。災害規模が
甚大であることから、宮城県から要請をうけて権限代行により堤防決壊箇所の応急復旧を国が緊急的に実施し、建設業協会の協力のもと
２４時間体制で工事を実施し、１５日間で復旧を完了しました。

　応急復旧完了後、大規模災害からの復興に関する法律に基づき、甚大な
被害をうけた内川等の円滑かつ迅速な復旧・復興に向け、本復旧の権限代
行についても、宮城県から要請をうけて国が実施することが決定しました。

●本復旧（直轄権限代行）の要請

　改良復旧区間における治水安全度
向上を目的とした「河道掘削」を推進
するとともに、改良工事に伴う橋梁改
築２橋のうち1橋、堰改築２基のうち
１基、樋門改築１７箇所のうち１６箇
所が完了しました。

●令和7年度実施内容

　堤防拡幅及び樋門等施設の改築を
完了するとともに、堤防天端舗装等
を実施し、改良復旧工事を完成させ
ます。

●令和8年度実施内容

■事業概要

決壊箇所、護岸の復旧及び流下能力を向上させるため

「河道掘削」を行うとともに、計画規模を越える洪水に対する

「堤防機能の強化」を図るなどの改良工事を実施します。

■事業費：約244億円

■事業期間：令和元年度～令和7年度（予算年度）

■実施区間：改良復旧区間約8.5ｋｍ、単災区間約３.３km

■事業内容

○河道掘削（流下能力の向上）

○堤防機能の強化

○堰、橋梁、樋門の改築（改良計画に合わせた施設改築）

薄平橋付近

令和元年10月16日撮影 令和元年11月5日撮影

和田堰施工完了（内川）

橋梁・樋門施工中（五福谷川）

旧五福谷橋施工中（五福谷川）

山下堰施工完了（内川）

護岸施工中（五福谷川）

築堤・護岸施工完了（内川・新川）

令和7年度

▽HWL

1/30相当の河道断面

3.   0m3.   0m

▽HWL

拡幅
（かごマット）

拡幅
（かごマット）
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人家連担地区

▽HWL
拡幅

1：5 . 
0 1：5 . 0

5.   0m 5.   0m下流地区 拡幅

河道掘削後
1/30相当の河道断面

半壊・一部損壊等 967件

（令和3年12月）

（台風第19号）
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令和8年度　事業概要

　令和元年東日本台風により被災した宮城県伊具郡丸森
町内の「国道３４９号（宮城県管理）」については、大規模災
害からの復興に関する法律に基づき、国土交通省の直轄
権限代行による災害復旧事業を進め、令和3年3月24日
に現道の復旧が完了しました。また、令和８年１月３１日に
「山側への別ルート」が開通し、国道３４９号の災害復旧が
完了しました。

　大規模な土砂災害が発生した阿武隈川水系内川流域において、宮城県知事からの要請をうけて、土砂・洪水氾濫等による被害を軽減するた
め、国直轄による砂防工事を実施しています。令和8年度も引き続き既設砂防堰堤の改築、新設砂防堰堤の整備、遊砂地の整備を実施します。

　直轄特定緊急砂防事業により、河川計画と整合のとれた砂防計画に基づき、短期的・集中的な砂防施設整備を実施します。これにより、
流域全体の土砂・洪水氾濫による人家や道路等のインフラへの直接被害を未然に防止し、地域の安全度を向上させます。

■事業費：約300億円　■実施延長：６．０ｋｍ　■車線数：２車線　■計画交通量：1,700台/日　■道路規格：第3種第3級
■令和8年1月31日開通

■事業費：約189億円  ■事業期間：令和２年度～令和8年度  ■実施内容：砂防堰堤工１０基（改築６基、新設４基）、遊砂地工３箇所

特定緊急砂防事業の概要

　大量の土砂が流れてきたとしても、一気に下流まで流れ込まないよう、一時的に受け止められる場所が遊砂地です。遊砂地の整備に
よって、遊砂地から下流への土砂・洪水氾濫の被害をさらに軽減することができます。

③遊砂地の整備

砂防事業

国道３４９号 丸森地区災害復旧事業の概要

　特に被害が大きく、また現道が抱えている課題も大きい丸森町不動～大張川張間の約８kmにおいては、再度災害防止のため｢山側への別
ルート｣で本復旧を行い、令和８年１月３１日に開通しました。

「山側への別ルート」の概要

道路事業

令和元年東日本台風による国道３４９号の被災状況 令和3年3月24日現道復旧完了

交通安全性の向上 土砂災害等に対する安全性の向上 異常気象時の道路冠水の回避

土砂・洪水氾濫

堤防 堤防
上昇

氾濫

土砂の堆積

氾濫

河床が上昇することで、
水の流れる空間が小さくなる。

氾濫の解消

砂防堰堤等
の整備

堤防 堤防

土砂の堆積の解消

河床の上昇が抑えられるため、
水の流れる空間が小さくならない。

▲遊砂地工事（五福谷川遊砂地）

　山間部の沢出口に砂防堰堤を設置すること
により、土砂の河川への流入を防ぎます。

②新設砂防堰堤の整備

▲新設工事（大畑沢砂防堰堤） ▲新設工事（川下三砂防堰堤）

■完成状況

　山間部の沢出口に砂防堰堤を設置することにより、土砂の河川への流入を防ぎます。

①既設砂防堰堤の改築（スリット化）

▲スリット化工事（不動尊砂防堰堤）

　自然の力を有効利用し、より効果の高い砂防堰堤を目指しスリット化を進めています。土砂・洪水氾濫を防ぐために貯
め込んだ土砂は、その後スリットから自然に下流へと流れ、洪水前の状態まで回復します。この大きな土砂調整機能に
よって、繰り返し土砂災害に備える貯砂ポケットを確保できます。
　また、減水時・通常時にスリットから下流へ無害な土砂を流すことにより、河川の環境を自然に近い状態に保てます。
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砂防堰堤

砂防堰堤 ↓せき上げ

1.中小洪水時 2.大洪水時（ピーク時） 3.減水時

スリット部で流れがせき上げられない規模
の小さい（中小洪水時）流量のときは、下流
へ土砂を流します。

【せき上げ】えん堤の上流側で水が
せき止められ滞留するため水位が高
くなること。

流量が大きくなって流れがせき上げられる
と土砂を一時的に堆積させます。

出水の後半、水位が下がってくると、堆積し
ていた土砂が再び、スリットから下流へ流れ
ます。

完成状況④ 終点部 （丸森町大張川張地区）

完成状況② 猿跳岩トンネル

完成状況③ たけのこ橋

完成状況① 起点部（丸森町耕野不動地区）
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凡例

現道

事業中

冠水範囲

被災箇所

曲率R=60以下（急カーブ）

幅員5.5m 未満区間

山側への別ルート 6.0km
令和8年1月31日開通

完成状況④

現道活用区間

完成状況①

完成状況③

完成状況②

新川前橋
190m

しんかわまえ
耕野火石坂トンネル
257m 

こうやひいしざか

大張ウソコトンネル
 1893m

おおはり

沢尻棚田橋
37m

さわじりたなだ

猿跳岩トンネル
1621m
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令和8年度　事業概要

福島県

宮城県

■河川事業
　阿武隈川水系内川、五福谷川及び
　新川の河道掘削、堤防機能強化等の
　改良工事

■道路事業
　「山側への別ルート」での本復旧工事

■砂防事業
　阿武隈川水系内川流域の砂防堰堤及び
遊砂地等の整備による土砂流出防止対策
工事

　宮城南部復興事務所は、令和元年東日本
台風（台風第１９号）により甚大な被害を受
けた丸森町の河川・砂防・道路の災害復旧事
業を加速化するため令和２年４月１日に設置
されました。

宮城南部復興事務所 事業箇所

所管事業

｢山側への別ルート 6.0km｣で本復旧
令和８年１月３１日開通

現道延長 約8km

直轄権限代行延長 約14km（被災箇所全29箇所）

現道復旧 令和3年3月24日

（改良復旧区間 約1.6km）

特に被災の大きかった区間

国道３４９号丸森地区災害復旧事業

新川災害復旧直轄権限代行区間

（改良復旧区間 約2.1km）

五福谷川災害復旧直轄権限代行区間

（改良復旧区間 約4.8km）
内川災害復旧直轄権限代行区間

直轄砂防災害関連緊急事業
特定緊急砂防事業
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福島県伊達市梁川町五十沢夏窪

宮城県伊具郡
丸森町字愛宕田

至 福島県伊達市

至 

角
田
市

宮城県伊具郡
丸森町筆甫字石神西

宮城県伊具郡
丸森町飯塚

宮城県伊具郡丸森町牛子 宮城県伊具郡丸森町
字石羽53-2

引き渡し区間約10km（施設延長約3.3km）
令和6年3月25日復旧完了

内川災害復旧直轄権限代行区間

宮城南部復興事務所

阿武隈川

（改良区間 約0.3km）
令和８年１月３１日開通

福島県事業受託工事区間

福島県伊達市梁川町五十沢寺木

道路事業

福島県事業受託工事 改良工事

特定緊急砂防事業

砂防事業

砂防堰堤（施工済）

砂防堰堤（施工中）

たけのこ橋付近

新川前橋

5 6


